
博士論文に関する不正行為をめぐる問題について 

 

 

１．経 緯 

 

平成２２年３月、本学においては、アニリール・セルカン大学院工学系研究科助教（当

時）に対し、本学在学時の博士に係る学位請求論文（以下「博士論文」という。）に関する

重大な不正行為の事実を認定し、博士の学位の授与を取り消す措置をとるに至った。 

以来、本学としては、アニリール元助教をめぐる問題に関する調査を進め、その結果を

踏まえた措置について、逐次公表してきたところであるが、今般、博士論文の不正行為に

関する原因究明の調査にあたってきた「教育運営委員会学位審査の在り方等に関する特別

調査委員会」（委員長：佐藤愼一理事・副学長）の報告を踏まえ、再発防止策をとりまとめ

たので公表する。【参考資料１～４】 

 

 

２．問題事案の調査結果について 

 

（１）大学本部においては、アニリール元助教の博士論文における広範かつ悪質な盗用をめ

ぐる問題は、①元助教本人、②元助教の博士課程在学時の指導教員（松村秀一大学院工

学系研究科教授）、③元助教及び指導教員の所属する建築学専攻、④当該専攻を擁する工

学系研究科それぞれの問題が複合して発生したものと認定した。【参考資料５】 

 

（２）工学系研究科においては、松村教授が指導教員等として関わった全博士論文（３５編）、

建築学専攻における直近１年間の博士論文（２１編）について盗用の有無を精査し、同

様の不正行為が存しないことを確認した。また、建築学専攻で過去１０年間に授与認定

した２１９件の博士論文について、課程博士認定の要件に適合することを確認した。 

 

３．再発防止に向けた対応について 

 

（１）関係方面について実施した対応 

① アニリール元助教 

     本年３月３１日付けで懲戒解雇相当と決定の上、公表した。 

② 松村教授 

     本年９月１６日付けで大学院における課程担当を免じた（指導教員及び論文審

査委員としない）。懲戒等の在り方については引き続き調査中。 
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③ 建築学専攻 

     博士論文作成のガイドラインを作成するとともに、論文審査体制の抜本的見直

しを実施した（予備審査の導入、審査結果の合議の場の確保など）。 

④ 工学系研究科 

     研究科共通の倫理ガイドラインを作成するとともに、学位審査に関する遵守事

項を明確化した。【参考資料６】 

 

（２）今後の全学的な対応 

   社会的な信頼の回復を図るため、本年度中に以下の取組みを全学的に導入・実施す

る。 

  ① 研究倫理規範の再確認とガイドラインの作成 

全学的な「科学研究行動規範」の啓発資料を作成・配布するとともに、各部局

において、論文不正防止のガイドラインを作成・活用し、研究倫理教育の推進、

ファカルティ・ディベロップメントの充実を図る。【参考資料７】 

  ② 学生の研究倫理意識の醸成 

博士論文の提出時などにおいて、学位請求者が書面で宣誓する仕組みを導入す

る。【参考資料８】 

  ③ 学位審査体制の点検と厳正化 

関係者の独断や恣意を排除し、厳正な審査が実施されるよう、学位審査に関す

る手続き等に関する点検を行い、必要に応じて規則等を見直す。【参考資料９】 




























